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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　不織布層と、
　前記不織布層の片側表面に粘着剤がスプレー塗布された粘着剤層を含む貼れるフィルタ
ーであって、
　前記粘着剤層は、溶融によりホットメルトとなるホットメルト粘着剤を主成分とし、か
つ、からみあった繊維からなり、
　前記粘着剤層の繊維の径が８０μｍ以上３００μｍ以下であることを特徴とする貼れる
フィルター。
【請求項２】
　前記ホットメルト粘着剤が、ゴム系、アクリル系またはウレタン系の粘着剤であること
を特徴とする請求項１に記載の貼れるフィルター。
【請求項３】
　前記粘着剤層の塗布量が５ｇ／ｍ２以上１５ｇ／ｍ２以下であることを特徴とする請求
項１または２に記載の貼れるフィルター。
【請求項４】
　請求項１～３の貼れるフィルターであって、前記粘着剤がスプレー塗布された面と反対
側の面に、さらに、フィルターの交換時にフィルターが呈する色のマーカーを有すること
を特徴とする請求項１～３に記載の貼れるフィルター。
【請求項５】
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　前記スプレー塗布が、メルトブローン法によりなされることを特徴とする請求項１～４
のいずれか１項に記載の貼れるフィルターの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ファンの吸い込み口や吐き出し口等に用いられるフィルターであって、使い
捨ての貼れるフィルターに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、調理用等のレンジフードやエヤコン等に用いられるフィルター部には、専用の枠
に組み込まれたフィルターが設置され、フィルターの汚れや目詰まりが起こった場合は、
再利用できるフィルターであれば洗浄を行ってフィルターを再利用し、使い捨てフィルタ
ーであれば、専用の枠に組み込まれたフィルターを新しいフィルターに交換している。
【０００３】
　使い捨てフィルターの場合、レンジフード等への取り付けは、機械的に専用枠に挟み込
む方式、両面テープで張り付ける方式、マグネットを使って取り付ける方式等種々の方式
で設置が行われている。
【０００４】
　特許文献１には、離型用シート上に無色の接着剤によって印刷され、その接着剤によっ
て印刷された文字または図柄が不織布シートに転写されてなるフィルターが開示されてい
る。この接着剤の印刷は、公知の印刷塗工手段を特に制限することなく使用することがで
き、例えば、グラビア印刷機、グラビヤコーター機、輪転印刷機などを使用することがで
きるとされている。
【０００５】
　そして、この文字または図柄は、フィルター交換時期を指示する目的のものであり、印
刷された無色の接着剤は空気を通さないため、フィルターが塵埃を含んだ空気の通過によ
って汚れてきたときに、新品のときには殆ど判別できなかった無色の文字又は図柄が際立
って現れてきて明瞭に読み取ることができるようになるというのがその作用機序である。
【０００６】
　また、このフィルターは、離型用シート付きフィルターとして販売され、使用現場で離
型用シートを剥離したフィルターを、フィルター機器に貼って使用されるので、この接着
剤はフィルターをフィルター機器に貼り付けて維持する役目も担っている。
【０００７】
　しかしながら、この特許文献１に記載のフィルターは、フィルター機器に粘着するため
のある程度広い範囲に接着剤が印刷されていることが必要であり、この印刷範囲が広いと
、接着剤が塗布された部分が接着剤で目詰まりしているため、フィルターとしての機能が
低下してしまうという課題も有している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特許第３７０３８１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、上述した先行技術の課題を解決することを目的とする。具体的には、フィル
ターをフィルター機器に粘着し維持するための機能を有し、かつ通気性を阻害しない粘着
剤層を有する貼れるフィルターを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、上記課題を解決すべく、下記の貼れるフィルターを提供する。
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【００１１】
　本発明（１）は、不織布層と、不織布層の片側表面に粘着剤がスプレー塗布された粘着
剤層を含む貼れるフィルターであって、粘着剤層は、溶融によりホットメルトとなるホッ
トメルト粘着剤を主成分とし、かつ、からみあった繊維からなることを特徴とする貼れる
フィルターである。
【００１２】
　不織布層の繊維は、アラミド繊維、ガラス繊維、セルロース繊維、ナイロン繊維、ビニ
ロン繊維、ポリエステル繊維、ポリエチレン繊維、ポリプロピレン繊維、ポリオレフィン
繊維、レーヨンなどの一般に用いられる繊維が使用可能であるが、これらの中でもポリエ
ステル繊維が、風合いが良く耐久性も高いため好ましい。また不織布層の目付は２５ｇ／
ｍ２～１５０ｇ／ｍ２が好ましい。
【００１３】
　ホットメルト粘着剤は、熱可塑性樹脂を主成分とした有機溶剤を全く含まない１００％
固形分の粘着剤で、常温では固形または半固形で、加熱溶融して塗布等するタイプの粘着
剤である。
【００１４】
　本発明（１）の粘着剤層は、グラビア印刷などの通常の塗工による印刷方法ではなく、
ホットメルト粘着剤を加温溶融し、スプレー塗布してからみあった繊維の層から形成され
ているので、フィルターの通気性が阻害されず、フィルター機能が低下しない。また、粘
着剤のスプレー塗布を行う範囲は、フィルターをレンジ等に貼り付けて維持することがで
きればよいので必ずしも全面に塗布する必要はない。
【００１５】
　本発明（２）は、本発明（１）に用いられるホットメルト粘着剤が、ゴム系、アクリル
系またはウレタン系の粘着剤であることを特徴とする貼れるフィルターである。これらの
ホットメルト粘着剤の中でもゴム系ホットメルト粘着剤は、多くの被着体につくことが可
能となるため、好ましい。
【００１６】
　本発明（３）は、粘着剤層の繊維の径が５０μｍ以上３００μｍ以下であることを特徴
とする貼れるフィルターである。
【００１７】
　粘着剤層の繊維の径は、スプレー塗布を行う条件、例えば、ホットメルト粘着剤をスプ
レー塗布する金型（ダイ）の吐出孔の孔径やスプレー塗布する際に用いられる高速ホット
エアの流速・流量などを調節して制御することができる。これらの条件を変化させること
によって、粘着剤層の繊維の径を調節することができる。
【００１８】
　粘着剤層の繊維の径が５０μｍよりも小さいと、不織布層の繊維間に多くの量の粘着剤
層の繊維が潜り込んで不織布層の通気性を阻害する可能性があり、粘着剤層の繊維の径が
３００μｍよりも大きいと、不織布層の表面を粘着剤層の繊維が覆ってしまい、粘着剤層
の繊維の径が５０μｍよりも小さい場合と同様に、不織布層の通気性を阻害してしまう可
能性がある。粘着剤層の繊維の径を５０μｍ以上３００μｍ以下とすることによって不織
布層の通気性を阻害することなく、かつ粘着剤層によってフィルターをフィルター機器に
粘着・維持することが可能となる。
【００１９】
　本発明（４）は、粘着剤層の塗布量が５ｇ／ｍ２以上１５ｇ／ｍ２以下であることを特
徴とする貼れるフィルターである。
【００２０】
　粘着剤層の塗布量が５ｇ／ｍ２以下であるとフィルターをフィルター機器に粘着・維持
することための粘着性が低下する可能性があり、粘着剤層の塗布量が１５ｇ／ｍ２以上で
あると必要以上の粘着剤層を塗布することとなりコスト増となる。
【００２１】
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　本発明（５）は、粘着剤がスプレー塗布された面と反対側の面に、さらに、フィルター
の交換時にフィルターが呈する色のマーカーを有することを特徴とする本発明（１）～（
４）に記載の貼れるフィルターである。
【００２２】
　貼れるフィルターが、このような色のマーカーを粘着剤がスプレー塗布された面と反対
側の面に有していると、フィルターを使用する時間の経過とともにフィルターとマーカー
との境界が不明確となり、マーカーが見えなくなった時がフィルター交換時であると使用
者に伝わり、従来の交換時期を示すフィルターに比べて、交換時期がより明確となる。
【００２３】
　本発明（６）は、スプレー塗布が、メルトブローン法によりなされることを特徴とする
貼れるフィルターの製造方法である。
【００２４】
　メルトブローン法とは、溶融した熱可塑性プラスチック樹脂を押出機の後に設置したダ
イから、ネットコンベアーまたは捕集スクリーン上に高速高温の気流で吹き出すことによ
って、自己接着性ウェブを作り出す方法である。
【００２５】
　スプレー方法にはメルトブローン法やスパイラル法等があるが、メルトブローン法が望
ましい。メルトブローン法では、他のスプレー方法に比べてノズルの口径やホットエアの
温度とホットメルトの吹き出し「溶融温度」の組合せによって自在に繊維径を選定するこ
とができる。この理由で、メルトブローン法で粘着剤繊維層を形成すると、繊維径を小さ
くすることができて塗布面も均一となる。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明は上述のように構成され、フィルターをフィルター機器に粘着し維持するための
機能を有し、かつ通気性を阻害しない粘着剤層を有する貼れるフィルターおよびその製造
方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】この発明である貼れるフィルターと従来技術の貼れるフィルターの正面図および
断面図である。
【図２】この発明である貼れるフィルターの構造図である。
【図３】この発明である貼れるフィルターにマーカーが取り付けられたものの、色が変化
していく状態を示す。
【図４】この発明の貼れるフィルターを製造するための製造装置の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、本発明の詳細を説明する。なお、本発明は、以下の実施の形態に限定されるもの
ではなく、その要旨の範囲内で種々変形して実施することができる。
【００２９】
　図１は、本発明の貼れるフィルターと従来の貼れるフィルターを比較した概念図である
。本発明による貼れるフィルターを上側の（１）に、従来の貼れるフィルターを下側の（
２）に示す。それぞれの概念図で、上側に正面図を、下側にＡ－Ａで切断した断面図を示
す。
【００３０】
　図１（１）の正面図で、太い曲がった実線で示す不織布繊維の間に、細い点線で示す粘
着剤繊維がからみあっており、図１（１）の断面図で、不織布層と粘着剤繊維層が２層に
分かれているように描かれているが、実際は粘着剤繊維層の下面側の繊維は不織布層の上
面側繊維と複雑にからみあっている。
【００３１】
　図１（２）の正面図で、粘着剤は上半分のドットが付された領域にあり、この部分は空
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気を通さない。下半分の不織布繊維が見える領域のみが空気を通し、フィルターの役割を
果たす。
【００３２】
　市販されている従来の貼れるフィルターでは、種々の空気を通さない粘着剤層がグラビ
ア印刷等によって印刷されている。例えば、５ｍｍ幅の空気を通さない粘着剤層が印刷さ
れたストライプの間に、粘着剤層が印刷されていない不織布層の帯を有する貼れるフィル
ターである。
【００３３】
　図２は、貼れるフィルター10の構成を示し、その構成は、不織布ベースシート11の上に
粘着剤繊維層12が形成され、その粘着剤繊維層12が離型フィルム13によって覆われている
。
【００３４】
　図３は、フィルターの交換時にフィルターが呈する色のマーカーが、粘着剤がスプレー
塗布された面の反対側の面に付けられた状態を示している。このマーカーは空気を通さな
ければよく、グラビア印刷等の印刷によって付してもよく、ラベル等を用いて貼り付けて
も良い。フィルターが変色していく様子を模式的に図(a)～(d)に示している。(c)のよう
にラベルの境界が不明瞭になってきたときに、使用者はそろそろ交換時期が近づいてきた
ことを知り、(d)に到ってすぐに取り換えなければならないことがわかるので、従来のフ
ィルターに比べてフィルター交換時期をより正確に知ることができる。
【００３５】
　図４を参照しながら、本発明の貼れるフィルターの製造方法を説明する。
【００３６】
　まず供給ロール25に不織布ベースシート11を、別の供給ロール27に離型フィルム13を、
それぞれセットする。ホットメルト粘着剤ペレット21をアプリケータ22に投入して高温で
溶融する。コンベア26を動作させて供給ロール25から不織布ベースシート11を繰り出す。
【００３７】
　次いで、溶融したホットメルト粘着剤をダイ23に送る。ホットメルト粘着剤を、コンベ
ア26上の不織布ベースシート11上に、高速のホットエア24とともに吹き付けて粘着剤繊維
層を形成する。これに供給ロール27から繰り出した離型フィルム13を貼り合わせロール28
を用いて押圧して貼り合わせる。これにより完成した貼れるフィルターを、巻き取りロー
ル29を用いて巻き取る。
【００３８】
　次に、本発明を実施例に基づいて具体的に説明するが、本発明の範囲は、以下の実施例
により何ら制約されるものではない。
［実施例］
不織布ベースシートの材質はポリエステルで、その目付は３２ｇ／ｍ２とし、ホットメル
ト粘着剤は旭化学合成株式会社製のＸゴム系粘着剤を用い、粘着剤繊維層の目付は１０ｇ
／ｍ２とし、離型フィルムは厚み１２μｍのＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）フィ
ルムである。
【００３９】
　ホットメルト粘着剤の溶融を１８０℃で行って、ノズル径０．３ｍｍのダイから２１０
℃のホットエアとともに、不織布ベースシート全面に吹き付けて粘着剤繊維層を形成した
。その粘着剤繊維の繊維径は８０～１５０μｍである。
【００４０】
［比較例］
本発明と比較するための貼れるフィルターを次の通り製作した。不織布ベースシートおよ
び離型フィルムは、実施例と同じものを用い、粘着剤の種類は同じであるが、粘着剤をグ
ラビア印刷法により印刷することによって粘着剤層を形成した。印刷は、５ｍｍ幅の粘着
剤層のストライプを１５ｍｍピッチで平行に並べるパターンとなるように行った。
【００４１】
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[実施例と比較例の比較１]
実施例と比較例の貼れるフィルターから試験サンプルを切り出して、圧力損失の比較試験
を行った。試験方法はＭＩＬ－Ｍ－３６９５４Ｃに準じる方法で行った。試験検体を各５
個準備し、各５回試験を行った。その試験結果は表１の通りである。
【００４２】
【表１】

 この比較からわかるように、不織布ベースシート全面に粘着剤繊維層をメルトブローン
法により吹き付けて形成した貼れるフィルターは、圧力損失が従来の比較例と同じく検出
限界以下となっている。
【００４３】
　比較例の貼れるフィルターでは、空気が通過できる範囲は粘着剤層がない範囲に限られ
、その面積は全体の２／３に過ぎないが、本発明の貼れるフィルターでは、フィルター全
面積を有効面積として利用することができる。
【００４４】
[実施例と比較例の比較２]
ＪＩＳ　Ｌ　１０９６Ａ法による試験方法に従って、実施例と比較例の通気性を測定した
。その結果は、実施例が５４８．８ｃｍ３／（ｃｍ２・ｓ）であり、比較例が５０８．４
ｃｍ３／（ｃｍ２・ｓ）であり、実施例の方が比較例に比べて通気性が高く、空気を多く
通してフィルターとしての性能が高いことを示している。
【００４５】
[実施例と比較例の比較３]
塵捕集効率を実施例と比較例に対して測定した。塵捕集効率とは、塵のサイズに応じてど
のような割合で塵を捕集できているかを示す指標で、以下の測定方法で測定を行った。
【００４６】
　トランステック株式会社製の粒子計測器Met One A2400Bを用い、試料面風速は52.0cm/s
ec、測定試料面積は9.08cm2、測定面はセパレータを剥がした表側（粘着剤をコートして
いない側）、空気吸引量は1ft3/min(28.3L/min)として測定をした。
【００４７】
　塵捕集効率の測定手順は以下の通りである。
(1)試料を粒子計測器にホースバンドで固定し、クリーンエアーを吸引して塵が零になる
のを確認する。
(2)塵発生装置の出口に、試料を取り付けないで粒子計測器を設置し、試料測定前の塵数
を測定する。
(3)粒子計測器に試料を取り付けて、透過後塵数を測定する。
(4)粒子計測器から試料を取り外して、試料測定後の塵数を測定する。
(5)下記の式より塵捕集効率を算出する。
試験結果は小数点以下２桁目を四捨五入し有効数字３桁とする。
塵捕集効率（％）＝（(透過前塵数－透過後塵数)／透過前塵数）×１００
・透過前塵数：試料測定前と測定後の、1分間ずつ１５回連続の各測定値から、それぞれ
最大値と最小値を２つずつ除いた、残り１１分間の各測定値の平均である。
・透過後塵数：１分間ずつ１５回連続測定し、最大値と最小値を２つずつ除いた残り１１
分間の測定値の平均である。
その測定結果は表２の通りである。
【００４８】
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【表２】

【００４９】
　表２によると、実施例は比較例と比べて、５．０μｍ以上１０μｍ未満の塵に対しては
、約３５％塵捕集効率が向上し、１０μｍ以上２５μｍ未満の塵に対しては、約２６％塵
捕集効率が向上している。
【００５０】
　塵埃の捕集を高める方法としては、一般的に不織布の構造の工夫、帯電および粘着加工
が知られるが、不織布全体に細い繊維のホットメル卜粘着剤をスプレー塗布する本実施例
においては、細い粘着剤繊維が不織布の繊維にからむことによって、不織布繊維および粘
着剤繊維と塵埃との接触が多くなり、フィルターを通過する塵・ホコリを捕集する効率が
高まったために塵捕集効率が向上したものと考えられる。
【符号の説明】
【００５１】
　１０・・・貼れるフィルター
　１１・・・不織布ベースシート
　１２・・・粘着剤繊維層
　１３・・・離型フィルム
　２１・・・ホットメルト粘着剤ペレット
　２２・・・アプリケータ
　２３・・・ダイ
　２４・・・ホットエア
　２５・・・供給ロール
　２６・・・コンベア
　２７・・・供給ロール
　２８・・・貼り付けロール
　２９・・・巻き取りロール
 
 

【要約】
【課題】フィルターをフィルター機器に粘着し維持するための機能を有し、かつ通気性を
阻害しない粘着剤層を有する貼れるフィルターを提供することを課題とする。
【解決手段】不織布層と、不織布層の片側表面に粘着剤がスプレー塗布された粘着剤層を
含む貼れるフィルターであって、粘着剤層は、溶融によりホットメルトとなるホットメル
ト粘着剤を主成分とし、かつ、からみあった繊維からなることを特徴とする貼れるフィル
ターである。
【選択図】　図１



(8) JP 6322745 B1 2018.5.9

【図１】 【図２】

【図３】
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